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はじめに 

 

 桶川市内中学校（以下「当該校」という。）で「いじめ防止対策推進法」（以下

「法」という。）第２８条に定めるいじめの重大事態が発生した。 

桶川市においては、「桶川市いじめ防止連絡協議会等条例」第４条により、学校でい

じめの重大事態が発生し、学校における調査が困難であると桶川市教育委員会（以下

「市教委」という。）が認めた場合は、桶川市いじめ対策委員会が調査を行うと規定さ

れている。そこで、桶川市いじめ対策委員会では令和５年８月より本事案に関する臨

時委員会（以下「当委員会」という。）を開催し調査等を進めてきた。 

 当委員会では、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（文部科学省）

を踏まえ、公平性や中立性を確保し、客観的に事実を把握することを基本とし、中

立的な立場にある弁護士などの専門職が本事案に関する聴き取り調査や関係資料の

分析等を行った。本報告書は、それらの内容及びいじめの再発防止に向けての提言

をまとめたものである。 

 いじめは決してあってはならない。しかし、どの生徒にも、どの学校でも起こり得

るものである。本報告書が今後当該校及び市教委におけるいじめの防止対策等の取組

に生かされることを願っている。 

 

 

第１ 調査開始に至る経緯 

 

令和５年７月１８日、令和元年度から令和３年度に当該校に在籍していた生徒

（以下「Ａ」という。）の保護者より市教委あてに電話が入り、Ａが当該校在籍時に

同級生からいじめを受けていたことについて、いじめの重大事態として第三者委員

会による調査を行うよう要望が出された。 

同日、市教委は本事案について当該校校長に、当時の記録を精査し、報告するよ

う指示した。 

同年７月２４日、当該校校長より市教委に、本事案に関する「児童生徒事故につ

いて（報告）」（以下「事故報告書」という。）が提出された。その中で、いじめの

「重大事態に相当する可能性が否定できない」とする４事案が報告された。 

同年８月１日、市教委は当該校からの報告を受け、本事案をいじめの重大事態

（法２８条第１項第２号）と判断し、調査を開始することを桶川市長に報告した。 

 同年８月１０日、市教委はＡの保護者へ本事案をいじめの重大事態として調査す

ることを伝えた。 

同年８月１８日、当委員会にて市教委より本事案に関する説明があり、いじめの

重大事態として調査を開始することが伝えられた。 

同日、当委員会委員長よりＡの保護者に、調査実施のための内容確認等を行い、

了承を得た。 
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第２ 調査の進め方 

 

１ 調査の目的 

本調査は、本事案に関するいじめの事実の全容解明、当該校及び市教委の本事案へ

の対応の検討、再発防止に向けての提言をまとめることを目的とする。 

民事上・刑事上の責任追及やその他の訴訟等への対応を目的とはしない。 

 

２ 調査組織 

 本調査は、当委員会が行う（※委員名簿は後掲）。 

 

３ 調査方法 

（１）聴き取り調査（※対象者は以下の通り） 

・Ａ 

・Ａの保護者 

・Ｂ（当該校元生徒、Ａと１年生時同クラス） 

・Ｃ（当該校元生徒、Ａと１年生時同クラス） 

・Ｄ（当該校元生徒、Ａと２年生時同クラス） 

・Ｅ（当該校元生徒、Ａと２年生時同クラス） 

・校長 Ｆ（当該校現校長） 

・元校長 Ｇ（Ａの１・２・３年生時の当該校校長） 

・元教頭 Ｈ（Ａの２・３年生時の当該校教頭） 

・教諭 Ｉ（Ａの１年生時の担任、２・３年生時の学年主任） 

・教諭 Ｊ（Ａの１年生時の英語科担当教員、２・３年生時の担任） 

・教諭 Ｋ（Ａの１・２年生時の国語科担当教員） 

・教諭 Ｌ（Ａの１年生時の体育科担当教員） 

・教諭 Ｍ（Ａの１・２・３年生時の社会科担当教員） 

・教諭 Ｎ（Ａの小学校６年生時の担任） 

・スクールカウンセラー О 

・元学務課長 Ｐ 

・元学務課長 Ｑ 

・元学校支援課長 Ｒ 

調査対象者に対し、原則２名の委員が同席して聴き取り調査を行った。 

聴き取り内容は調査対象者の許可が得られた場合は IC レコーダーで録音し、委員

の一人が持ち帰って再生作業を行い、資料を作成した後、レコーダー内のデータを

消去した。 

（２）関係資料の収集及び分析（※資料内に本報告書中の教諭Ｗ、生徒Ｘ、生徒

Ｙ、生徒Ｚの記載あり） 

 ・当該校から市教委へ提出した事故報告書 
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・市教委から県へ提出した事故報告書 

・市教委から国へ提出した報告書 

・当該校が作成した保護者あて生徒からの聴き取り結果書面 

・Ａの保護者から提出されたＡの診断書（２通） 

・Ａの保護者から提出された元生徒に行ったアンケート結果 

  ・市教委が保管する電話対応等の記録 

  ・その他関連資料 

 

４ いじめ該当性の判断指針 

いじめは、法第２条により「この法律において『いじめ』とは、児童等に対して、

当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他

の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。」と定義されている。 

 当委員会では、この定義に基づき以下の２点をいじめ該当性の判断指針とした。 

（１）「一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響をあたえる

行為」が存在しているか。 

（２）その行為が、当該行為の対象となった「児童等が心身の苦痛を感じているもの」

であるか。 

 なお、この認定にあっては、次の国会審議を参考とする。 

「『児童等が心身の苦痛を感じているもの』の判断は、対象となった児童等の主観

に基づき判断されるが、被害児童等の主観的要素のみならず当該被害児童等をめぐる

客観的要素、具体的には本人の様子や周囲の様子といったものの総合判断、主観と客

観の総合判断でなされるべきである。」（第１８３回国会平成２５年６月２０日参議院

文部科学委員会参照）。 

さらに、「被害児童等の尊厳を保持するため」（法第１条）という法の趣旨に照らし

認定を行うことはいうまでもない。 

 

 

 

第３ 当委員会の活動記録 

 

 実施日 活 動 名 内  容 場 所 

１ 
令和５年 

８月１８日 

第１回桶川市 

いじめ調査委員会 

事務局より経緯説明 

今後の方針について協議 

桶川市役所 

２ 
令和５年 

１０月１１日 

第２回桶川市 

いじめ調査委員会 

今後の方針について協議 桶川市役所 
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３ 
令和５年 

１２月２日 

聴き取り調査１ Ａに個別聴取実施 桶川市役所 

４ 
令和６年 

１月１０日 

聴き取り調査２ Ａの保護者に個別聴取実

施 

桶川市役所 

５ 
令和６年 

１月１１日 

第３回桶川市 

いじめ調査委員会 

今後の調査の進め方につ

いて協議 

桶川市役所 

６ 
令和６年 

１月２９日 

聴き取り調査３ Ｆ校長に個別聴取実施 桶川市役所 

７ 
令和６年 

２月９日 

第４回桶川市 

いじめ調査委員会 

調査内容、今後の進め方等

について検討・協議 

桶川市役所 

８ 
令和６年 

３月１日 

聴き取り調査４ Ｈ元教頭に個別聴取実施 当該校 

９ 
令和６年 

３月４日 

聴き取り調査５ Ｉ教諭に個別聴取実施 当該校 

10 
令和６年 

３月７日 

聴き取り調査６ Ｊ教諭に個別聴取実施 当該校 

11 
令和６年 

３月８日 

聴き取り調査７ Ｇ元校長に個別聴取実施 桶川市役所 

12 
令和６年 

３月１２日 

聴き取り調査８ Ｋ教諭に個別聴取実施 桶川市役所 

13 
令和６年 

３月１８日 

聴き取り調査９ Ｌ教諭に個別聴取実施 県内公立中

学校 

14 
令和６年 

５月８日 

第５回桶川市 

いじめ調査委員会 

調査内容、今後の進め方等

について検討・協議 

桶川市役所 

15 
令和６年 

５月２９日 

聴き取り調査１０ Оスクールカウンセラー

に個別聴取実施 

当該中学校 

16 
令和６年 

６月１２日 

聴き取り調査１１ Ｍ教諭に個別聴取実施 県内某所 

17 
令和６年 

６月２０日 

聴き取り調査１２ Ｐ元学務課長に個別聴取

実施 

桶川市役所 

18 
令和６年 

７月４日 

聴き取り調査１３ Ｑ元学務課長に個別聴取

実施 

桶川市役所 

19 
令和６年 

７月１０日 

聴き取り調査１４ Ｒ元学校支援課長に個別

聴取実施 

桶川市役所 

20 
令和６年 

７月１０日 

第６回桶川市 

いじめ調査委員会 

これまでの調査結果、報告

書作成について協議 

桶川市役所 
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21 
令和６年 

７月１０日 

聞き取り調査１５ Ｎ教諭に個別聴取実施 桶川市役所 

22 
令和６年 

７月２５日 

聞き取り調査１６ Ｇ元校長に個別聴取実施 桶川市役所 

23 
令和６年 

８月１６日 

第７回桶川市 

いじめ調査委員会 

これまでの調査結果、報告

書作成について協議 

桶川市役所 

24 
令和６年 

１１月６日 

第８回桶川市 

いじめ調査委員会 

報告書の内容について協

議 

桶川市役所 

25 
令和６年 

１２月２０日 

第９回桶川市 

いじめ調査委員会 

報告書の内容について協

議 

桶川市役所 

26 
令和７年 

２月７日 

第１０回桶川市 

いじめ調査委員会 

報告書の内容について協

議 

桶川市役所 

 ※元生徒Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅに対する聴き取り調査は、当委員会より元生徒に協力を依

頼したが協力が得られず実施できなかった。 

 

第４ 「いじめ」該当性の判断について 

 

１ Ａに係る「いじめ」調査事案は、市教委作成に係る令和５年８月３１日付「児童

生徒事故について（報告）」と題する書面（以下、「事故報告書」という。）、令和５

年１２月２４日に実施したＡ本人からの聴取、令和６年１月１０日に実施したＡの

両親からの聴取に基づくと、以下のとおりである。 

なお、事故報告書には、別の「いじめ」案件も報告されているが、当委員会が、

Ａの両親から事情を聴取した際、「いじめ」案件として扱わないとの話になったこと

から、これについては調査事案から外した。 

（１）調査事案１ 

体育委員であったＡが、Ｂ及びＣから、令和元年ころ、整列や準備体操を行っ

た際、からかわれ、ちょっかいを出された。 

（２）調査事案２ 

   休み時間自席にいたＡが、Ｄから、令和２年１０月、シャープペンシルで、複

数回、突然足などを後ろから刺された。 

（３）調査事案３ 

   Ａが、ＤあるいはＢから、令和元年１０月又は令和２年１０月、歌の練習の際、

歌い方について変だと言われた。 

   なお、Ａの両親からの聴取では、Ｂから言われた旨を述べていることから、そ

の両名を対象として調査検討をした。 

（４）調査事案４ 

Ａが、Ｅから、令和２年１０月ころ、うまくしゃべれないことをからかわれた。 
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（５）調査事案５ 

   Ａが、令和２年１０月ころ、ハーフパンツを下ろされた。 

（６）調査事案６ 

   Ａが、令和元年５月ころ、クラスメイトから笑われた。 

 

２ 調査事案１について 

（１）Ａが主張する「いじめ」の内容は、体育委員であった同人が、Ｂ及びＣから、

令和元年ころ、体育の授業時の整列や準備体操を行った際、からかわれ、ちょっ

かいを出されたというものである。 

（２）上記事実に関する証拠 

 ア Ｎ教諭、Ｊ教諭、Ｉ教諭に対する聞き取り調査から、Ａには、以前より言葉に

詰まる等吃音の特徴がみられたことが述べられている。 

 イ Ｉ教諭、Ｈ元教頭による、Ｂに対する、令和３年１０月２０日聴取の中で、同

人が、Ａに対し、体育の授業でちょっかいを出したことを認め、同月２１日聴取

の中で、ちょっかいの内容としては、Ｌ教諭からの指示に基づきＡは号令をかけ

なくても良い状況にあったが、同人に対し、何度も「起立、起立」と言い困らせ

たというものであった。 

 ウ Ｗ教諭、Ｈ元教頭による、Ｃに対する、令和３年１１月１２日聴取の中で、同

人が、授業始めの集団走の後、Ｂとともに、Ａの「１、２」の掛け声が変だと発

言したことを認めている。 

 エ Ｉ教諭、Ｈ元教頭による、Ｘに対する、令和３年１０月１９日聴取の中で、同

人が、Ａから、Ｂ、Ｃからちょっかいを出されたことについて相談を受けていた

旨の発言がある。 

 オ Ｗ教諭、Ｈ元教頭による、Ｙに対する、令和３年１１月５日聴取の中で、男子

が、Ａに対し、「１、２」の掛け声が変だと何回か言っているのを聞いた旨の発言

がある。 

 カ Ｉ教諭に対する聞き取り調査のなかで、Ａから、Ｂ、Ｃが、整列の際にちょっ

かいを出してきた旨を相談し、Ｉ教諭は、Ｂ、Ｃに対し指導をしている。 

（３）判断 

   調査事案１については、Ａが、Ｂ及びＣから、令和元年ころ、体育の授業時の

整列や準備体操で号令をかけた際、「１、２」の掛け声が変だと言われ、からかわ

れ、ちょっかいを出されたとの事実を認めることができる。 

（４）「いじめ」該当性について 

 ア Ｂ及びＣが、体育の授業の号令の際、「１、２」の掛け声が変だと発言したこと

は、Ａに言葉につまる等吃音が見受けられ、その状態を受けてなされたものと判

断することができ、また、クラスメイトの記憶に残る程度に、頻繁になされてい

たと判断することができる。 

   そして、Ａ自身が気にしているであろうと容易に想像することができる吃音が
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見受けられた号令や発言に対し、複数回に及び、それが変であると評価し、これ

を指摘する行為は、同人が「心身の苦痛を感じ」る行為であると判断することが

できる。 

特に、Ａは、Ｂ、Ｃからちょっかいを出されたことについて、心身の苦痛を感

じていたからこそＸあるいはＩ教諭に相談をしており、自分の内心で処理するこ

とができる許容性を超過した状態になっていたと判断することができる。 

 イ また、Ｂが、Ａに対し、何度も「起立、起立」と言っているが、Ａが吃音であ

ること及び自己の行為がＡを困らせる行為であることを認識していることから、

容易に、「心身の苦痛を感じている」と判断することができる。 

 ウ よって、Ａが、Ｂ及びＣから、令和元年ころ、体育の授業時の整列や準備体操

で号令をかけた際、「１、２」の掛け声が変だと言われ、からかわれ、ちょっかい

を出されたことは、「いじめ」に該当する。 

 

３ 調査事案２について 

（１）Ａが主張する「いじめ」の内容は、休み時間自席にいたＡが、令和２年１０月、

シャープペンシルで、複数回、突然足などを後ろから刺されたというものである。 

（２）上記事実に関する証拠 

ア Ｗ教諭、Ｈ元教頭による、Ｄに対する、令和３年１１月８日聴取の中で、同人

が、２年時、Ａが休み時間に座っているとき、シャープペンで突いてびっくりさ

せたことを認める発言をしている。 

イ Ｄは、Ａ以外の生徒に対してもシャープペンシルでつつく行為をしていたが、

相手の反応が面白くてやったこと、Ａが嫌がっているとは思わなかったと話して

いる。Ｄの行為に対しては、Ｊ教諭が指導している。 

ウ Ｋ教諭が教育委員会からの調査の際に作成した顛末書によれば、Ａの母親から、

令和２年１０月２８日、Ａが、Ｄから、同年８月２７日、同年９月３日、同年 

１０月１９日から２３日にかけて、シャープペンで突かれた旨の訴えがあり、Ｋ

教諭は、Ｉ教諭とともに、Ｄに対し指導をしている。 

エ Ｋ教諭の同顛末書によれば、令和２年１０月８日の朝の会において、Ｉ教諭が、

Ａが心身のバランスを崩して休んでいること、登校した際には温かく迎え入れて

欲しい旨を伝えており、生徒らはＡの心身の状態を認識した。 

（３）判断 

   調査事案２については、その時期や回数等の詳細については明確に判断できな

いものの、休み時間自席にいたＡが、Ｄから、令和２年１０月、シャープペンシ

ルで、複数回、突然足などを後ろから刺されたとの事実を認めることができる。 

（４）「いじめ」該当性について 

 ア Ｄは、Ｊ教諭に対し、上記行為の際、Ａが嫌がっているとは思わなかったと話

している。 

イ しかし、「心身の苦痛を感じているもの」であるか否かの認定にあっては、対象
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となった児童等の主観に基づき判断されるが、被害児童等の主観的要素のみなら

ず当該被害児童等をめぐる客観的要素、具体的には本人の様子や周囲の様子とい

ったものの総合判断、主観と客観の総合判断でなされるべきであり、「心身の苦痛

を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないように努めること

はもとより、「被害児童等の尊厳を保持するため」（法第１条）という法の趣旨に

照らし認定を行うことはいうまでもない。 

   Ａは、真面目でおとなしい性格であることを考えれば、突然、何らかの行為を

された時、瞬時に自分の意思を明確に表示することが容易ではなかったと推測で

きるのみならず、突然、後方からシャープペンシルで足などをつつかれて嫌がら

ないと判断することが、常識的に判断して不合理な判断である。 

   また、Ｊ教諭が指導していることも考えれば、Ｄが片面的にどのように考えよ

うが、少なくとも、シャープペンシルで足などをつつかれる被害を受けた者が嫌

がる行為であると容易に判断することができる。 

   更には、Ｉ教諭が、Ａの状態を説明したうえで、温かく迎える提案をしている

ことを考えれば、当時のＡの心身の状態を容易に認識することはできたにもかか

わらず、程なくして、Ａに対し、シャープペンシルで足などをつつかれる被害を

受けた者が嫌がる行為であると容易に判断することができる行為を行うことは、

悪質でもある。 

 ウ そうすると、Ｄによる上記行為は、Ａが、「心身の苦痛を感じているもの」と容

易に判断することができる。 

 エ よって、休み時間自席にいたＡが、Ｄから、令和２年１０月、シャープペンシ

ルで、複数回、突然足などを後ろから刺されたことは、「いじめ」に該当する。 

 

４ 調査事案３について 

（１）Ａが主張する「いじめ」の内容は、Ａが、ＤあるいはＢから、令和元年１０月

又は令和２年１０月、歌の練習の際、歌い方について変だと言われたというもの

である。 

（２）上記事実に関する証拠 

 ア Ｂによる上記行為についての発言はない。 

 イ Ｄは、令和元年度、Ａと同クラスではない。 

 ウ 令和２年１０月２９日、Ｄに聴取したところ、歌の歌い方が違うんじゃないと

指摘したことを認める発言をしたとの記録がある（Ｆ校長聴取）。 

 エ Ａは、令和２年１０月、少し教室に入れるようになったが、校内音楽会に向け

ての練習においてトラブルがあり、ほぼ登校できなくなった（Ｊ教諭）。 

（３）判断 

   調査事案３については、Ｂによる行為であると認める証拠はないことから、Ｂ

との関係で判断することができない。 

しかし、Ａが、Ｄから、令和２年１０月ころ、歌の練習の際、歌い方が違うん
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じゃないかと指摘されたとの事実を認めることができる。 

（４）「いじめ」該当性について 

 ア Ｄによる発言の意図は明らかではないが、Ａに吃音があること、緊張すると言

葉に詰まる、言葉が出づらくなることがあることを考えれば、歌い方が違うんじ

ゃないかとの指摘は、吃音を指摘する発言、あるいは、吃音に起因する歌い方の

特徴を指摘する発言であると判断することができる。 

 イ Ａからすると、吃音あるいは吃音に起因する歌い方の特徴は、他人に指摘され

たくない事柄であり、Ｄに指摘されたトラブル以降登校困難になっていることも

考慮すれば、これを指摘する行為は、Ａが、「心身の苦痛を感じているもの」と判

断することができる。 

 ウ よって、Ａが、Ｄから、令和２年１０月ころ、歌の練習の際、歌い方が違うん

じゃないかと指摘されたことは、「いじめ」に該当する。 

 

５ 調査事案４について 

（１）Ａが主張する「いじめ」の内容は、Ａが、Ｅから、令和２年１０月ころ、うま

くしゃべれないことについて、からかわれたというものである。 

（２）上記事実に関する証拠 

 ア Ａが、Ｊ教諭に対し、令和２年１０月２６日、嫌なことがあってうまく話せな

いこと、Ｅにからかわれた旨訴え早退したとの記録がある。 

 イ Ｗ教諭、Ｈ元教頭による、Ｅに対する、令和３年１１月１０日聴取の中で、Ａ

が授業中指名されて答えたが、正解とは違っていたことから、Ｅが、Ａに対し、

休み時間に「事故ったな」と発言したことを認めている。 

（３）判断 

   調査事案３については、Ｅが、Ａに対し、令和２年１０月２６日、Ａの授業中

の回答について「事故ったな」と発言したとの事実を認めることができる。 

（４）「いじめ」該当性について 

 ア Ｅが、Ａに対し、「事故ったな」と発言した理由については、授業中に指名され

て答えたが、正解とは違っていたことを上げる。 

   しかし、不正解であった回答に関して、「事故ったな」と発言することは、単に

不正解であることを指摘するにとどまらず、回答内容が不正解であることを殊更

に強調するものであり、特段、不正解であることを強調する必要性も認められな

いことから、これを正当な理由として判断する事はできない。 

 イ Ａは、Ｅにからかわれた旨を訴え早退したとの結果を考えれば、Ａが、Ｅの発

言に起因して、「心身の苦痛を感じている」と判断することができる。 

 ウ よって、Ｅが、Ａに対し、令和２年１０月２６日、Ａの授業中の回答について

「事故ったな」と発言したことは、「いじめ」に該当する。 
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６ 調査事案５について 

（１）Ａが主張する「いじめ」の内容は、令和２年１０月ころ、ハーフパンツを下ろ

されたというものである。 

（２）上記事実に関する証拠 

 ア Ａの親は、Ａが穿いていたハーフパンツの紐を固く結んでおり、紐が解けずハ

サミで切ったことがあると話す。 

 イ Ｈ元教頭は、Ｃが、別生徒に対し、ハーフパンツを下ろす行為を行ったことは

あるが、Ａに対して行ったか否かは定かではないと証言する。 

（３）判断 

   調査事案５については、当該校にあって、Ｃあるいは、その他の生徒が、別の

生徒に対し、ハーフパンツを下ろしたことがあったとの事実を認めることはでき

るが、Ａに対し、ハーフパンツを下ろした行為があったと認めるまでには至らな

い。 

（４）「いじめ」該当性について 

 ア Ａが主張する、令和２年１０月ころ、ハーフパンツを下ろされたとの事実を認

めるには至らないことから、これを「いじめ」と評価する事はできない。 

   しかし、当該校でハーフパンツを下ろす行為が認められたこと、これまでも他

の生徒からからかわれるなど「いじめ」の経験を有するＡが、自分もハーフパン

ツを下ろされるのではないかと不安になり、これに対する防衛策としてズボンの

紐を固く結び、ハーフパンツを下ろされない状態にしたことは想定できる。 

 イ そうすると、「いじめ」に該当するとの判断をすることはできないが、これを招

来させ得る状態にあったことは判断することができる。 

 

７ 調査事案６について 

（１）Ａが主張する「いじめ」の内容は、Ａが、令和元年５月ころ、クラスメイトか

ら笑われたというものである。 

（２）上記事実に対する証拠 

 ア Ｈ元教頭らによる生徒に対する聞き取り調査の中で、主として国語の時間に、

Ｋ教諭から、音読することの指名をされたＡが、吃音の影響もあり、言葉につま

る等したことについて、クラスの者が笑ったとの複数のクラスメイトによる証言

が存在する。 

 イ Ｈ元教頭らによる生徒に対する聞き取り調査の中で、Ｋ教諭が、Ａの音読をま

ね、笑っていたとの複数の証言が存在する。 

（３）判断 

   調査事案６については、その日時や場所、その主体を特定することはできない

が、Ａが、国語の授業で音読をし、吃音の影響もあり、言葉につまる等した際に、

クラスメイトに笑われたとの事実を認めることができる。 

（４）「いじめ」該当性につて 
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 ア Ａが主張する「いじめ」の内容は、令和元年５月ころ、クラスメイトから笑わ

れたというものであるが、その日時、場所、行為の主体を特定することはできな

いが、Ａが、国語の授業で音読をし、吃音の影響もあり、言葉につまる等した際

に、クラスメイトに笑われたとの事実を認めることができる。 

 イ クラスメイトが笑った理由は、Ａが吃音であるという身体的特徴に起因するも

のであり、これを許容する事はできない。特に、Ａからすると、自分の意思や努

力では如何ともし難い点を理由として笑われていることから、「心身の苦痛を感

じている」と優に判断することができる。 

 ウ この点、Ｋ教諭もＡの真似をしたり笑ったりしていたとの事実も認めることが

できる。 

しかし、本来Ａの真似をしたり笑ったりしていた生徒がおればこれを止めるべ

き立場にある教諭が、自らＡの真似をしたり笑ったりしていたとしても、その行

為自体許容できるものではないことは明らかであることから、クラスメイトが、

教諭が同様の行為を行っていたことをもって免責されるはずもなく、「いじめ」該

当性が否定されるものではない。 

 

８ 小括 

  以上より、調査事案５については、「いじめ」該当性を認めることはできないが、

その余の調査事案については「いじめ」であると判断する。 

 

 

第５ 学校及び市教委の対応について 

 

１ 学校の対応・問題点について 

（１）いじめの認知について 

 ア 本件においては、Ａの両親から、令和５年７月１８日、いじめ重大事態として

対応することの要望を受け、これを端緒として、令和５年８月１日、いじめ防止

対策推進法第２８条第１項２号に該当するいじめ重大事態として調査すること

が判断され、同日、市教委から地方公共団体の長に対し報告がなされている。 

   その後、「いじめ重大事態の発生に関する報告について」と題する第１報が作

成されたのは、令和５年９月２５日である。 

 イ 本件では、形式的には、重大事態としてのいじめの認知は令和５年８月１日と

判断することができるが、Ａの両親から、令和５年７月１８日、いじめ重大事態

として対応することの要望を受ける以前から、以下のとおり、Ｋ教諭によるＡに

対する不適切な指導やこれに起因する問題が生じており、問題として取り上げら

れていた。 

（ア）令和２年９月１７日、Ｋ教諭によるＡに対する不適切な指導につき、Ａの母

親、Ｋ教諭、Ｉ教諭で面談が行われており、令和３年１月２７日付Ｇ元校長作
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成の職員事故報告書には、事故の発生日時を令和２年９月１４日、同月１６日、

事故の種別をＫ教諭による不適切な言動、事故の概要としてＡの吃音をまねる

等が挙げられている。また、令和３年１月２７日付けＫ教諭作成の顛末書にも

同旨の記載がある。 

    令和３年２月１０日、同年３月４日、Ｋ教諭による不適切な言動につき、市

教委による事情聴取が行われており、この中で、Ａの吃音をまねる等の事実が

確認されている。同年３月４日の事情聴取の中で、Ａが教室に入れない理由に

ついて、Ｇ元校長から、「クラスメイトからのからかいがフラッシュバックし

て不安で教室に入れない」との回答がなされている。 

 （イ）Ａの１年次の担任で２年次の学年主任のＩ教諭は、令和２年１２月頃作成し

た「Ａの経緯・経過報告」と題する書面において、９月１６日の母親からの架

電の中で、先生が本人の発言の真似をしたことにより、クラスのみんなに笑わ

れてしまい傷ついた、今回のことがきっかけでいじめにつながることを考えて

いないのか、と発言された旨記載がある。 

「Ａの経緯・経過報告」と題する書面の１０月５日に関する記載の中で、周

りにわざとやっているの？とか、緊張しないでしゃべれよと言われるのが嫌だ

との記載がある。１０月９日に関する記載の中で、体育委員を交代したいこと、

Ｚ君がマネしたり、体に触れたりしてくることを指導して欲しいとの要望がな

され、これらが解決すれば安心して登校できると思うとの記載がある。１０月

２８日に関する記載の中で、Ｄからシャープペンで突かれた、２８日の歌の練

習の際に歌い方が変だと言われた、との記載がある。１０月２９日に関する記

載の中に、Ｄからの聴取の回答として、Ａが自席にいたので後ろから座って近

づき、右足を２回突いた、Ａが「痛い」と反応したこと、歌い方が違うのではな

いかと指摘したことを認める記載がある。 

上記のとおり、Ｉ教諭は、令和２年９月から１０月にかけて、Ａが、Ｋ教諭

からの不適切な言動に起因して、クラスメイトから吃音を真似される、シャー

プペンで突かれる、歌い方が変だと言われた等のいじめを受けていること、こ

れが原因で登校が困難になっていることを認識している。 

 （ウ）令和３年１０月１４日から同年１１月１２日にかけて、生徒への聞き取り調

査が行われ、その中で、Ａに対するＫ教諭の言動、クラスメイトからの言動に

ついて話が上がり、クラスメイトから吃音を真似される、うまくしゃべれない

ことに対し笑われる、ちょっかいを出される等の回答がなされている。 

 ウ 上記のとおりの経緯や調査を検討すると、当初は、Ｋ教諭による不適切な言動

が問題となっていたが、その調査の中で、クラスメイトによるいじめと解される

言動が多数確認、認識されていたと判断することができる。 

また、Ａは、令和２年９月以降欠席することが増え、同年１１月は、登校して

いないが I 教諭らが家庭訪問をした日数を登校として扱う等の対応がなされてい

る。 
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そうすると、本件では、令和２年９月から１１月ころには、いじめを具体的に

認知することができる状態にあり、かつ、これに起因して欠席が増えていたこと

をも認知できる状態にあったと判断することができる。 

しかし、いじめとして認知することができる情報が散見されながら、これらが

見逃され、結果、いじめと認知されず、かつ、いじめとして対応されてこなかっ

た。 

よって、令和２年９月から１１月ころには、いじめを認知すべきであり、いじ

めとして具体的な対応をすべきであった。 

（２）本件をめぐる学校の対応について 

 ア 上記のとおり、本件では、学校現場においては、令和２年９月から１１月ころ

には、いじめを認知することができる状態にあったと判断することができる。し

かし、いじめ重大事態として取り上げられたのは、令和５年８月１日であり、相

当期間の経過が認められる。 

   確かに、本件では、当初、Ｋ教諭による不適切な言動が問題になり、学校側も

Ｋ教諭による不適切な言動に主眼を置き、対応していたことが認められる。 

   この様に、学校が、その主たる原因であるところの問題に主眼を置き、その問

題について優先して対応、解決に当たるという方策自体を否定するものではない。 

   しかし、本件では、以下のとおりの問題点を指摘することができる。 

 イ いじめの認知、早期対応、初動対応の遅れについて 

本件では、問題調査の過程において、Ｋ教諭よる不適切な言動のみならず、ク

ラスメイトによるＡの吃音に関連するからかい等の存在が発覚し、Ａが登校でき

ていなかった状態にあること自体は把握していた。 

このような事態を勘案すれば、その時点で、いじめの存在を疑い、いじめ問題

として対応すべきであったと考える。特に、本来、不適切な言動を注意すべき立

場にある教員により不適切な言動がなされた場合、これを見聞きした生徒らが、

不適切な言動をすることが許容されていると曲解し、同様の言動に出ることは推

測するに難くない。 

本件では、教員による不適切な言動が問題となっており、その調査の中で、い

じめと判断できる具体的な事情が見受けられたのであるから、可能な限り早い段

階で、いじめ問題として十分な対応をすべきであった。特に、いじめ問題は、時

間の経過とともに関与者が増える、内容が激化する等深刻さを増す場合が多いこ

とを考えれば、可能な限り早期に、いじめと認知し、適切な対応を取るべきであ

った。 

 ウ 情報共有と一貫性ある解決策を講じることについて 

本件では、いじめ問題としての対応として、対象生徒らに対する注意はなされ

てはいるが、学年、学校内で情報共有をして、より抜本的な解決に当たるという

ことまでは至っていない。 

問題調査により集積された情報が、Ｇ元校長、Ｉ教諭らごく一部の教員内に留
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まり、その一部の教員により対応を検討し、伝わらない誠意はないとの考えのも

と、事態収拾に当たるという対応がなされていた。当初は、問題解決のために、

担任である J教諭も加わっていないという状態であった。 

また、生徒に関する情報という点からは、問題を起こしやすい生徒の情報は共

有されがちであるが、大人しく比較的目立たない生徒の情報は共有されづらい傾

向にある。教師間で、個々の生徒の個性や特性に応じた共通理解を持つことがで

きればよかったと考える。 

この様に、本件では、一部の教員内に情報が留まり、学年全体、学校全体で情

報共有が図られることはなく、少なくとも、学年全体で対応するという方向にな

らなかった。このため、それぞれの教員が、それぞれの立場や考えに基づき、対

応をするという一貫性に欠ける対応になった。 

エ 未然防止対策の不十分さについて 

本件では、対象生徒らに対する注意はなされてはいるが、令和２年１０月以降、

立て続けにいじめが発生し、終息はしていない。 

そうすると、対象生徒や内容は異なるが、対象生徒に対する個別の注意では解

決に至らず、効果は限定的であったと判断せざるを得ない。また、更なるいじめ

を未然に防止するための方策を講じたのかも見えてはこない。 

いじめを認知したのであれば、当該いじめを収束させる事はもとより、再びい

じめが生じないように対策を講じる必要があった。特に、本件のようにいじめが

身体的特徴に基づき、本人の努力では如何ともしがたい場合、本人の立場を慮り

配慮をする視点を持ち、人権教育等の幅広い観点からの対策が不可欠である。ま

た、小学校からの申し送りも参考に、教員間で生徒個々人の性格を踏まえた共通

理解を持つことも必要である。しかし、本件では、これらいじめ予防対策が十分

に取られていたとまでは見受けられない。 

オ 本人及び家族不在の対応について 

（ア）本件のように教員による不適切な言動に起因して生徒らによるいじめが生じ

たというケースでは、原因を作出した不適切な言動を行った教員との接触を極

力低減すべきであるが、令和２年９月以降も、伝わらない誠意はないとの考え

から、むしろ積極的な関与が図られている。 

確かに、Ａが、積極的にＫ教諭を避けているというような言動が見られなか

ったかもしれないが、Ａの性格を知っている教員としては、Ａの内心を慮り、

Ａの立場に立って、事に当たるべきであった。 

本件では、いじめを受けた本人の立場に立って考えるという対応が不十分で

あったことに問題がある。 

（イ）また、いじめによる被害は対象生徒が尤も苦痛を受けるのは当然であるが、

その保護者も不安な日々を送り、どの様にすればいいのかわからない状態に置

かれる。そこで、保護者に対する情報共有がなされ、保護者も一体となった事

案解決を図ることが理想である。特に、本件のＡのように、自分の気持ちを表
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現する事が困難であり、本来であれば信頼すべき対象である教員による不適切

な言動がなされていた状態を考えれば、Ａの気持ちの代弁者として保護者は重

要な地位にある。 

    本件では、両親、特に母親が学校に連絡を入れ、あるいは教師がＡ方を訪問

するなどしたことで、一定程度の情報共有は図られていたと判断することはで

きる。しかし、学校側からの情報提供が受動的なものであったと判断すること

ができることから、保護者からすれば情報を隠匿しているのではないか等疑念

を持つことになり、事案解決に困難を生じさせる。 

このような点から、本件では、保護者に対しても十分な情報が共有されたと

は言えず、また、保護者も含めて本件について抜本的解決をするためのスキー

ム形成が出来ていたとは判断できない。このことは、Ｋ教諭の不適切な言動が

問題になり、Ａの両親から、更には、Ｋ教諭も異動することを希望していなが

ら、異動が認められなかったという一事からも伺える。 

なお、本件のような問題が生じた場合には、保護者と学校側は、ともすれば

対立構造に陥る場合があるが、このような場合には、スクールソーシャルワー

カーなどの積極的な活用とその協力を得ることで、対立構造を緩和し、本人、

保護者、学校、そして後述の市教委がチーム一丸となって、いじめ問題解決に

あたることもできると考える。 

本件では、本人のみならず保護者も、いじめ問題解決の担い手として重要な

地位にあるとの認識が十分であったのか否か再考されるべきである。 

カ 本件では、いじめ認知及びこれに対する対応が早期になされなかったとの問題

に加えて、情報が共有されず、一貫したいじめ対策が出来なかったこと、いじめ

が認識されていながら予防的措置が講じられなかったこと、本人や家族不在のな

かで対応がなされたことなどの問題が認められる。 

このように、本件は、教員による不適切な言動が発端ではあるが、生徒らによ

るいじめが存在すると判断できる状態にあったのであるから、少なくとも、学年

全体で情報共有を図り、対象生徒の保護者も含めて問題の抜本的解決及び将来の

いじめ予防に向けて対応すべきであったが、これが十分にできていたとは判断す

ることはできず、この点については、今後十分な対応をされたい。 

（３）小括 

 本件では、教員による不適切な言動が存在し、その調査の中で、生徒らによる

「いじめ」と判断できる具体的な事情が見受けられたのであるから、学校は、早

い段階で、いじめ問題としてこれを取り上げ、学年内、あるいは学校全体で情報

を共有し、保護者も含めて、一貫性のある対応をすべきであるが、これが十分に

なされていたとは言えない。 

また、「いじめ」対応として、個々の生徒に対し指導はしているが、その後も「い

じめ」が生じた結果を考えれば、「いじめ」の未然防止も不十分であったと判断せ

ざるを得ない。 



18 

 

 

２ 教育委員会の対応・問題点について 

（１）経緯 

本件では、当初、Ｋ教諭による不適切な言動を対象として市教委学務課が対応

し、その後、Ａが不登校となっていたことから学校に戻ることが出来る様にする

対応のため、市教委学校支援課が関与している。 

学務課は、教員県費負担教職員等の人事に関すること、学校経営管理の指導及

び助言に関すること、学校経営管理に係る調査、統計に関すること、その他学校

経営管理に関することを主たる業務とする。 

学校支援課は、教育課程及び学習指導に関すること、生徒指導及び教育相談に

関すること、桶川市いじめ防止連絡協議会及び桶川市いじめ対策委員会に関する

こと、その他学校教育に関することを主たる業務とする。 

以下、本件における、学務課、学校支援課の対応につき検討する。 

（２）学務課の対応と問題点について 

ア 令和２年１１月１６日、Ａの母親から架電があり、この中で、Ｋ教諭により

吃音があることを真似されること、ショックで学校に行けないことがあるこ

と、欠席が続いていること、先生からのいじめが生徒のいじめを助長している

ことが話されている。そのうえで、市教委学務課は、校長に対し、明らかに不

適切な対応である旨を伝えている。 

令和２年１１月２５日のＡの母親から架電に対して、Ａが学校に登校できるよ

うにしていく旨の回答がなされている。 

令和３年２月１５日のＡの母親からの架電の中で、他の生徒からシャープペン

でつつかれたとの主張がなされている。 

イ 上記事実を勘案すれば、市教委学務課は、令和２年１１月ころには、Ｋ教諭

の不適切な言動に起因したクラスメイトによるいじめが生じ得ることを認識し

得たと判断することができる。特に、令和２年１１月１６日の段階で、保護者

からいじめがあることの発言がなされていることからすれば、これを端緒とし

て、いじめを認知し、対応を講じることが必要であった。 

確かに、学務課は、教員県費負担教職員等の人事に関すること、学校経営管理

の指導及び助言に関すること等を主たる業務とすることから、いじめ自体を主体

的に取り扱う課ではない。しかし、いじめが重要な人権侵害であることは認識し

えたはずであり、かつ、いじめ問題を取り扱う学校支援課は同じ市教委内に存在

する。 

そうであれば、学務課としては、いじめ問題を把握したのであるから、いじめ

問題解消のために、積極的に学校支援課に働きかける必要があった。特に、いじ

め問題については初期対応が重要であることから、いじめを認知した時点で、学

校支援課の協力を求めるべきであった。しかし、学校支援課が関与することにな

ったのは、令和３年度に入ってからである。 
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この様に、市教委学務課は、令和２年１１月ころ、学校支援課に積極的に情報

共有し、学校支援課を通じて、本件の「いじめ」に関する事実を調査確認し、具

体的な対応を求めることが必要であった。また、いじめの解消には時間を要する

ことから、定期的に、その報告を求め、いじめが解消に向かっているのか等確認

をすべきであった。学務課は、同課の主たる業務に専念するあまり、「いじめ」

問題の対応が疎かになったと考えられる。 

（３）学校支援課の対応と問題点について 

 ア 学校支援課は、令和３年５月１１日、Ａの自殺企図につき把握し、これ以

降、学務課から学校支援課が主たる対応を継続している。 

   Ａの母親の当初の主たる主張は、Ｋ教諭の不適切な言動にあり、当初はＫ教

諭の不適切な言動への対応が主題ではあり、これ自体は教員県費負担教職員等

の人事に関することとして、学校支援課が取り扱う内容ではないかもしれな

い。 

 イ しかし、学校支援課は、Ｋ教諭の不適切な対応に関する情報共有メモを供覧

しており、令和２年１１月１６日付情報共有メモには、「先生からのいじめが生

徒のいじめを助長しており」との記載があり、生徒によるいじめの存在を推知

することができる状態にあった。また、令和２年度のＫ教諭に対する指導措置

委員会においても、生徒間のいじめの存在について確認がなされている。にも

かかわらず、この段階では、学校支援課による積極的な関わりはなされていな

い。 

   また、上記のとおり、Ａは自殺企図したことから、Ａが安定的に教育を受け

ることができる状態にあるのか等は重大な関心事であるところ、これは、Ａの

教育課程及び学習指導に関することに関連を持つ事項として、学校支援課の責

務に属する事項であることから、これを重大事項と受け止めて、その背後にあ

る事実関係を把握すべく対応を検討すべきではあった。 

   上記のとおり、学校支援課は、令和２年１１月１６日の段階でいじめの存在

を推知しえたが、重大事態であるとの判断がなされなかったことに起因し、具

体的な対応もなされなかった。 

  そうであれば、学校支援課としては、教育課程及び学習指導に関することを

掌握する組織として、まさにこれに直結するいじめ問題に対する感度を上げ、

いじめを積極的に認知し、対応していくことが求められる。 

（３）市教委の対応・問題点について 

ア 本件で、市教委（学務課及び学校支援課）は、令和２年１１月１６日時点

で、Ａに対するいじめの存在を認知すべきであった。 

しかし、学校支援課と学務課が、学校経営支援チームを作り共同して、本件に

対する対応を始めたのは、令和３年６月以降である。そして、本件の対応は遅々

として進まず、重大な結果を生じさせるに至った。 

 イ 上記のとおり、学務課及び学校支援課には、いずれも問題があった。  
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すなわち、学務課及び学校支援課は縦割りの関係にあり、こどものために、共

同して問題解決に当たるという視点が十分ではなかったこと、情報共有が十分に

なされず、いじめの認知が遅れたことが、問題点としてあげられる。 

   市教委は、こどもの学習権を充実させるために、それぞれの立場から教育行

政にあたる。しかし、その中核は、こどもの学習権の保障である。こどもが、

その成長段階に応じた教育を受けることができるようにすることが必要であ

り、教育委員会、教諭を含めた大人一般は、こどもの学習権を充足させるよう

助力すべきである。 

   本件では、その視点が欠け、必要十分な対応がなされてこなかったことは認

めざるを得ず、後述の提言のとおり、市教委として、いじめを早期発見し、具

体的に対応解決できる組織の構築を図るべきである。 

 

 

第６ 再発防止に向けての提言 

 

 この項では、本事案について調査した結果をもとに再発防止に向けて当委員会で検

討した結果を当該校及び市教委への提言としてまとめる。 

１ 学校への提言 

（１）学校を生徒一人一人が安心して過ごせる場所に 

 本事案では、Ａに対する複数の生徒によるいじめが連続して発生した。また、クラ

スの多くの生徒が関わるようないじめも発生した。結果、Ａは心身に大きな不調をき

たし、長期間、登校できない状況に追い込まれてしまった。誰もが等しく持つ学校で

学ぶ権利がいじめにより奪われてしまったのである。 

学校は教育の場であり、生徒を育てる場である。従って、いじめを防止するために

は、まず、様々な教育活動を通して、いじめをしない生徒を育て、いじめを許さない

生徒を育て、いじめを生まない学級風土を醸成しなければならない。 

当該校においても「学校いじめ防止基本方針」に基づき、「豊かな情操と道徳心を培

い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び

体験活動等の充実を図る」取組を推進していた。 

本事案が発生した時期はコロナ禍にあり、授業や学校行事等に様々な制約が加えら

れていたこともあるだろうが、本事案の発生は、当該校におけるそれらの取組が十分

でなかったことを示していると言える。 

多様な個性をもつ生徒たちを教え育てることは、多くの労力を要することである。

様々な困難も生じ、一筋縄ではいかないことも多々あるだろう。 

しかし、学校は生徒誰もが安心して登校することができ、安心して過ごせる場所で

なければならない。 

そのためには、全ての教育活動を通して生徒同士が互いの人権を尊重し、認め合い

支えあうことができる関係を築いていかねばならない。 
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いじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することができるような道徳の

授業づくり、生徒が自主的にいじめの問題について考え、行動につなげることができ

るような活動の場の設定、いじめは刑事罰の対象にもなり得ることや損害賠償責任が

発生しうることもあることを学ぶような取り組み、生徒同士のコミュニケーション能

力を育むような集団活動、規律正しい態度で主体的に参加できるような授業づくりな

どを通して、いじめは決してあってはならない、してはならない、許してはならない

という意識と行動を学び取らせる教育活動に学校全体で取り組んでいただきたい。 

 

（２）いじめの認知についての共通理解を 

 当該校より市教委に提出された「事故報告書」には、本事案１～４について「当時、

生徒間のトラブルととらえており、いじめと認知していない」と記載されていた。 

 多くの生徒が集団生活をおくる学校においては、考え方や意見の相違、相手のこと

を慮ることができない軽はずみな言動などにより、様々な生徒間のトラブルが発生す

る。それら一つ一つのことについて教員には見過ごすことなく丁寧に対応することが

求められている。 

本事案１～４についても、当時、担任や教科担当教員等が事情を把握し、毅然とし

た態度で当該生徒に対し指導していた。そのことにより、同様の行為が繰り返される

ことはなかった。 

しかし、それらのことを当時、当該校は「いじめ」と認知していない。 

毎学期末に市教委に提出する調査にも「いじめ」としての報告はなかった。 

いじめとは、法第２条により「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍

している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該

行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されている。 

この定義に基づき、いじめを認知するにあたっては、被害者の立場に立ち、被害者

の気持ちを重視することが求められる。 

確かに本事案１～４について、生徒間のトラブルとしての対応はされていた。 

しかし、その時の被害者の心情や心理状態を慮るところについては十分でなかった

と考える。 

いじめの認知は被害生徒の感じる被害性に着目し判断する必要がある。 

今後、校内研修等を通して、被害者の心に寄り添いながら、被害者の心情に基づい

たいじめの認知が求められることを全教職員で改めて共通理解を図っていただきた

い。併せて、生徒とのコミュニケーションにおいて、生徒がどう考えたり、感じたり

しているのかを表情や態度から細やかに掬い取るスキルを身につける研修にも取り

組んでいただきたい。 

 

（３）教員としての自覚をもった言動を 

本事案では、Ａに対する教員の不適切な言動もいじめが発生した一因であると当委
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員会では考えている。 

当該教員は、授業中、Ａの吃音やそれに伴う随伴行動を真似たり、執拗にＡを指名

したり体に触れたりするなどの言動を生徒たちの前で行っていた。 

中学生の段階は心身共に大きく成長する時期ではあるが、いまだ成長過程にあり、

善悪の判断についても未熟な部分がある。 

生徒たちが、教員によるそのような不適切な言動を目にすれば、同様のことを自ら

が行っても許容されると認識する可能性が生じると同時に、教員の行動を生徒が止め

ることはふつう困難なため、不適切行動の「傍観者」としての態度を強化する状況が

生じていた。 

「教育は人なり」と言う。教員はあらゆる場面における自らの言動や一挙手一投足

が生徒たちに大きな影響を及ぼしていることを自覚しなければならない。 

教育の専門家として教科指導等の力量を高めるために努力するとともに、自らの人

柄や人間性を磨く努力も怠ることなく取り組まねばならない。 

自らの言動を常に振り返り、生徒たちによい影響を与える存在となるよう努力しな

ければならない。 

そのためには、教員一人一人がより知見を広め、人としての在り方、よりよい生き

方について考え続ける姿勢を身につけることが必要である。 

校内研修の内容を工夫するとともに、教員一人一人が自らの在り方を常に振り返り、

「学び続ける教員」を体現していただきたい。 

 

（４）組織的な対応を 

 本調査を通して、それぞれの教員がそれぞれの立場で本事案に向き合い、真摯に職

務を遂行していたことは把握できた。しかし、Ｇ元校長とＨ元教頭の間で十分な情報

共有や対応策の検討がなされておらず、それぞれが独自の対応を行っていたこと、Ｇ

元校長は個々の教員の能力を尊重するサーバントリーダーシップをとろうとしたと

考えられるが、この件の重要性を的確に認識したのち、見通しをもった行動計画をた

て、その方針に従って対応チームの支援を行うという形のリーダーシップをとること

ができなかったことにより、管理部門、学年集団、部会や委員会といったそれぞれの

組織が機能しなくなった。 

これらのことにより当時は教員間に不安や不信感、意欲の減退が生じていたことが

伺え、結果的にそれぞれの教員の力が十分に発揮できない組織体制となった。 

また、当時、当該校にはスクールカウンセラーも配置されていた。スクールカウン

セラーは、チーム学校の一員として生徒の指導に関して教職員への助言・援助を行っ

たり、生徒・保護者への支援及びカウンセリングを行ったりする役割を担っている。    

本事案に関しても一部関わってはいたが、会議等に出席していじめの認知や対応策

の検討などの協議には加わっていなかった。校内の情報管理の仕組みによりスクール

カウンセラーが生徒の情報にアクセスすることができなかったことも聴取の中で明

らかになった。そのためスクールカウンセラーが自ら問題を発見する動きはとれなか
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った。仮に、情報にアクセスすることができていたら、被害者の心理面の影響も分析

し、より有効な形でアプローチすることもできたのではないだろうか。 

以上のことから、当該校では本事案に対する組織的な対応が十分ではなかったと考

える。 

いじめ問題には学校の総力を挙げて組織的に対応することが必要である。 

生徒間の日頃の人間関係や被害生徒、加害生徒の心理などについて、より多くの視

点から情報を把握すること、より多くの目で、より広い視野で多角的多面的に方向性

や具体策を検討していく必要がある。 

関係職員間できめ細かく丁寧に情報を共有する、スクールカウンセラーや日頃生徒

に接している相談員など教員以外の関係者も加えて検討する場を設けるなど、校長が

適切なリーダーシップを発揮し、学校の総力をあげて組織的に対応していただきたい。 

いじめの防止等の取組を実効的に推進するためには校内に中核となる組織を置き、

教職員が一枚岩となっていじめの防止等に「チーム学校」として取り組む必要がある。 

 

２ 市教委への提言 

（１）いじめについての理解を深める 

 本事案について、当時、当該校がＡに対するいじめを認知していなかったことは既

に述べたとおりであるが、市教委においても、当時、同様にいじめの認知には至って

いなかったことが調査の過程で明らかになった。 

 市教委が作成した資料によれば、Ａの保護者は令和２年１１月１６日に市教委に対

して、当該校の教員がＡに対して不適切な言動を行っていたこと、Ａがいじめを受け

ていることを訴えていた。 

 この訴えに対応したのは当時の学務課の指導主事であった。同指導主事は、電話対

応の記録を作成し、学務課内だけでなく生徒指導を担当する学校支援課にも提供した。

当然、学校支援課においても保護者からいじめの訴えがあったことをその文書により

知り得たわけだが、学校支援課として動くことはなかった。 

 Ａの保護者からの訴えを受けて学務課は学校に対して状況を報告するよう指示し、

当該校は把握している状況を文書にして提出した。その文書にはＡに対するいじめが

あったことが記載されていた。その文書も学校支援課に提供されていたが、学校支援

課が動くことはなかった。また、学務課からいじめの対応について働きかけることも

なかった。 

 明らかに、いじめに対する理解不足と初動の遅れがあったと言える。 

 市教委は、所管する学校の生徒指導等に関して指導・支援する立場にある。学校が

見落としている部分や見逃している部分等について適切に指導・支援していかなけれ

ばならない。そのためには、市教委自らも常にいじめに対する理解を深め、感性を高

めていく必要がある。 

 市教委には自らに課せられた役割を十分に理解し、学校を指導、支援しながらいじ

め問題の対応にあたるよう努めていただきたい。 
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（２）いじめの早期発見の手立ての検討を 

 本市では、「桶川市いじめ防止等基本方針」において、「いじめに関するアンケート

調査を年間複数回実施するよう努める」と示している。当該校においてもいじめの早

期発見のために生徒対象のアンケート調査を毎学期１回実施していた。 

 しかし、当該校においてはアンケート結果が十分に生かされていたとは言えない状

況があった。いじめを訴える内容やいじめを予見させるような記載が十分に吟味され

なかったり、「アンケートに記載がなかったのでいじめとは認識しなかった」という

話も今回の聴取の中で聞かれたりした。このことはもちろん当該校における調査結果

の活用に関わる課題ではあるが、一方でアンケート調査という手法の他にもいじめを

早期に発見する手立てを講じる必要があることを示しているともいえよう。 

 例えば、生徒一人一人に配布されている情報端末を活用する方法が考えられる。朝

あるいは帰りの学活の時間に「心の健康観察」という時間を設定し、生徒一人一人が

今の自分の心の健康状態を情報端末に A、B、C や◎、〇、△などで入力する。その結

果を統計資料として一覧にし、担任だけでなく、管理職、養護教諭、スクールカウン

セラーなど多くの教職員が見られるようにする。その中で C や△が続くなど気になる

生徒がいる場合は声をかけたり、面談の場を設けたりする。 

 このように、よりリアルタイムに、よりきめ細かく、いろいろな立場の人が関わっ

て生徒の状態を把握することがいじめの早期発見につながるのではないかと考える。

ぜひ、いじめの早期発見の手立てについて検討願いたい。 

 

（３）課を超えた柔軟な組織体制の運用を 

 市教委においては、学校管理や教員に関わる内容については学務課、教育指導や児

童生徒に関わる部分については学校支援課が所掌する体制になっている。 

本事案についての市教委の対応は、前述したように令和２年１１月に学務課がＡの

保護者からの電話を受けたことから始まっている。 

その後、Ａの保護者や当該校などとの対応を学務課が行っていた。対応の内容につ

いては、その都度、学務課の担当者によって資料が作成され、学校支援課にも情報が

提供されていた。学校支援課でもＡの保護者からの訴えや当該校の対応などについて

状況を把握することができていた。学務課からの情報提供の内容には「いじめ」や「成

績評価」に関わる内容も含まれていたが、令和２年度中に学校支援課が動くことはな

かった。 

その後令和３年５月にＡの自殺企図の情報が市教委に入り、ここで学校支援課によ

る対応が始まる。その後、Ａの保護者との対応は学務課から学校支援課に替わった。

学校教育指導員（校長経験者）による学校訪問や学校支援チームによる学校支援の具

体策の検討などが行われるようになった。Ａの保護者の訴えから既に半年が経過して

いた。 

確かに、本事案は生徒間のいじめだけでなく、教員による不適切な言動も関係して
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いる複雑な事案であった。 

それだけに、市教委としては担当課のみで対応するのではなく、事案発覚当初から

学務課、学校支援課という課の枠を超えた組織を編成し、対応すべきであったと考え

る。その組織に、市教委に所属し、校長としての経験が豊富で幅広い知見を有する学

校教育指導員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育相談員な

どを含め、多様な観点から事案の検討、協議を進めていくことが必要であろう。今後、

市教委において課の枠を超えた柔軟な組織体制の運用について検討されることを望

む。 

 

 

結びに  

 

 令和５年８月に当委員会が設置され本事案に関する調査が始まった。その後、多

くの関係者の協力を得ながら、聞き取り調査等を通していじめの事実関係を精査し

てきた。 

調査開始時点で本事案発生時から既に相当期間が過ぎていたが、被害者および被

害者の保護者にとってはけっして過去のことではない。当委員会としては事実関係

を明らかにするために、公平性、中立性を保ちながら誠心誠意、調査に臨むことを

心掛けてきた。 

学校は生徒たちが安心して過ごせる場でなければならない。 

そのためには、学校が総力を結集して、いじめ対策に取り組まねばならない。 

教員からのいじめ防止のアプローチだけでなく、生徒自らが動き出すような取り組

みや学校運営協議会等で外部の方の考えや保護者の意見を聞きながら取り組みを進

めることもできるであろう。教員、スクールカウンセラーなどの専門家、スクールソ

ーシャルワーカー、相談員、生徒、保護者、地域住民など学校に関わる全ての人たち

の総力を結集した実効性ある粘り強い取り組みが必要となる。 

学校はいじめの根絶を目指し、いじめにより傷つく生徒を一人も出さないという

強い決意をもって取り組む必要がある。当該校においては、本報告書の内容をぜひ

校内全教職員で共有し、いじめ対策を進めていただきたい。 

いじめ対策にゴールはない。常に現状を振り返りながら、いじめのない学校づくり

に邁進されることを願っている。 
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